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定款変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 20 年５月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年６月

27 日開催予定の第 117 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 
記 

１．定款変更の目的 
  平成 20 年６月 27 日開催予定の第 117 期定時株主総会日付（総会終結時）をもって、執 

行役員制度を導入することに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。 
 （１）取締役の員数の削減を行うため、現行定款第 19 条に定める取締役の員数を、「17 名 

以内」から「10 名以内」とするものであります。 
 （２）専務および常務は執行役員の中から選定することとし、役付取締役の選定について定 

める現行定款第 22 条第２項について、所要の変更を行うものであります。 
 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更部分） 
 

現  行  定  款 変    更    案 
（員数） 
第 19 条 当会社の取締役は、17 名以内とする。

 

（員数） 
第 19 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。

（代表取締役および役付取締役） 
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取

締役を選定する｡ 

（代表取締役および役付取締役） 
第 22 条 （現行どおり） 
 

  2. 取締役会は、その決議によって取締役会

長、取締役社長各１名、取締役副社長、専

務取締役、常務取締役、取締役相談役各若

干名を定めることができる｡ 

  2. 取締役会は、その決議によって取締役会

長、取締役社長各１名、取締役副社長、取

締役相談役各若干名を定めることができ

る｡ 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年６月 27 日（予定） 

  定款変更の効力発生日      平成 20 年６月 27 日（予定） 

以 上 


